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中央教育審議会における初等中等教育改革の推進に向けた審議状況について

平成１５年５月に、文部科学大臣から「今後の初等中等教育改革の推進について」包括的な
諮問が行われ、審議を進めているところ。

初等中等教育分科会

（ ）教育課程部会 H13.4設置
H15.10.7［初等中等教育の教育課程に関する重要事項を →

調査審議すること］ 「初等中等教育における当面の教育課
程及び指導の充実・改善方策について」

各教科別専門部会（H16.4設置）
［国語教育、理数教育、外国語教育等の一層 今年度中を目処に基本的な方向性を取→
の充実・改善について調査審議すること］ りまとめる

教育課程企画特別部会（H16.6設置）
［学習指導要領の在り方や横断的な事項等
を調査審議すること］

教育行財政部会（H15.5設置）
H16.3.4［初等中等教育の教育行財政及び制度に関する →

重要事項を調査審議すること］ 「今後の学校の管理運営の在り方につ
いて （答申）」

教育条件整備に関する作業部会 H15.9設置)（
H16.5.25［義務教育に関する経費負担の在り方など →

義務教育における教育条件整備の在り方 「義務教育費に係る経費負担の在り方
について、専門的な調査審議を行うこと］ について （中間報告）」

学校の組織運営に関する作業部会
１年以内を目処に結論を得る。（16.4設置） →

［学校の組織及び運営の在り方について専門
的な調査審議を行うこと］

幼児教育部会（H15.10設置 )
［幼児教育の在り方を幅広く審議し、今後の目指す H16 夏頃に中間とりまとめ→
方向性を明確にすること］ 秋を目処に答申

特別支援教育特別委員会（H16.2設置）
［特別支援教育の推進に関する重要事項を調査審 H16 夏頃に中間とりまとめ→
議すること］ 年内を目途に答申

教育制度分科会

地方教育行政部会（H16.3設置）
［地方教育行政の在り方に関する専門的な調査審議 １年以内を目処に結論を得る。→
を行うこと］


